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秩父市産業支援メール vol.4（4/15 号）

【編集・発行】秩父市役所 産業支援課

※このメールは、配信申込みをいただいた企業の皆様、企業支援機関、

関係行政機関、当課職員と名刺交換させていただいた皆様に配信

しています。

※配信中止ご希望の方は、件名を「配信中止希望」と明記し、次のアド

レスに送信してください。sangyo@city.chichibu.lg.jp
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◎新技術・新製品開発支援事業費補助金の公募が始まりました！

埼玉県では、社会課題の解決に取り組む中小企業を対象として、

現状を打破する革新的な新技術や新製品開発等に対して助成を

行っています。ぜひご活用ください！

◆公募期間：令和 3年 4 月 1日（木）～5月 11 日（火）

◆対象者：

県内に登記簿上の本店と主たる事業所を有する中小企業者、

小規模事業者で、開業後に決算を 1期以上行っており、

県内で引き続き 1年以上事業者を営む者。

◆対象事業：

県内の中小企業者、小規模事業者が行う

技術・製品開発等に係る事業で、次の要件に該当するもの。

1.課題が明確であり令和 4年 2 月 28 日までに技術開発や

試作品開発等が可能なもの

2.設定した社会課題の解決を目的とした技術・製品開発であること

3.補助事業として採択後、補助事業の情報の公表が可能であること

4.同一の事業内容で国等の他の補助金等を取得していないこと

5.補助事業の実施に際して、事業のほぼ全部を第三者に

外注するものでないもの

6.公序良俗に反する事業及び公的資金の使途として社会通念上

不適切であると判断される事業でないもの

◆補助上限額：

・一般型：750 万円（補助率 1/2）

・小規模型：300 万円（補助率 2/3）

◆対象経費：

原材料費、機械装置費、産業財産権出願・導入費、技術指導費、

構築物費、販路開拓費、人件費、外注費等

▼▼詳しくはこちら(埼玉県産業支援課 HP)

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/tech-subsidy.html

mailto:kigyo@city.chichibu.lg.jp


[お問い合わせ先]

埼玉県 産業労働部 産業支援課 技術支援担当

TEL：048-830-3777

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

【配信登録と解除の方法】

◎件名を「配信（中止）希望」と明記し、下記アドレスに送信してください。

sangyo@city.chichibu.lg.jp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

秩父市役所 産業観光部 産業支援課

368-8686 秩父市熊木町 8番 15 号（秩父市歴史文化伝承館 3階）

TEL 0494-25-5208 FAX 0494-25-0136

E-mail: sangyo@city.chichibu.lg.jp
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